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デイサービスほほえみ  

 地域密着型通所介護 重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 

 

 当事業所はご利用者に対して、地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象と

なります。 
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１. 事業者 

（１）法 人 名 株式会社ほほえみ倶楽部 

（２）法人所在地 栃木県小山市乙女３－２７－３１ 

 

（３）電 話 番 号 0285－41－2122 

（４）代 表 者 松岡 美代子 

（５）設立年月日 平成 15年 6月 6日 

 

２. 事業所の概要 

（１）事業所の種類 地域密着型通所介護 

（２）事業所の目的 要介護状態にある高齢者に対し、地域密着型通所介護のサービスを

提供する。 

（３）事業所の名称 デイサービスほほえみ 

（４）事業所の所在地 小山市乙女３丁目２７－１２ 

（５）電話番号 0285-41-5500 

 

（６）事業所長（管理者） 松岡 正樹 

（７）当事業所の運営方針 

   ①要介護状態等の心身の状況を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅に 

おいて、自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

   ②利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業を提供する。 

   ③在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、高齢 

者サポートセンター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、 

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（８）開設年月日 平成 22年 10 月１日 

（９）通常の事業の実施地域 地域密着型通所介護 小山市 

（10）営業日及び営業時間 

   ①営業日 月曜日から土曜日（日曜日、12月 30 日から 1月 3日は休業） 

   ②受付時間 8 時 30 分から 17 時 

   ③サービス提供時間 9 時 00 分から 16 時 15 分 

（11）利用定員 一日 10 名 

 

３. 職員の配置状況及び職務内容 

  一 管理者兼生活相談員 １名 

    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を行う 

  二 生活相談員 １名以上 

    生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護の利用の申し込みに係る 

調整、利用者及び家族に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と 

協力して地域密着型通所介護計画の作成等を行う。 

三 介護職員 １名以上 
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  介護職員は、介護・その他の指定地域密着型通所介護の提供を行う。 

  四 看護職員（兼機能訓練指導員） １名以上 

    看護職員は、看護・その他の指定地域密着型通所介護の提供を行う。 

  五 機能訓練指導員（兼看護職員） １名以上 

    機能訓練指導員は機能訓練指導・その他の指定地域密着型通所介護の提供を行う。 

 

４. 職員の勤務体制 

8 時 30分から 17 時 

 

５. 指定地域密着型通所介護の内容 

 指定地域密着型通所介護の内容は、在宅支援センター・指定居宅介護支援事業 

または地域包括支援センター・高齢者サポートセンター・利用者本人などの作成 

した居宅サービス計画書に基づき、地域密着型通所介護計画により、次に掲げる 

もののうち必要と認められるサービスを行うものとする。 

   一 身体の介護に関すること 

     日常生活動作の過程により、必要な支援及びサービスを提供する。 

     ア、排泄の介助 

     イ、移動、移乗の介護 

     ウ、その他必要な身体の介護 

   二 入浴に関すること 

     家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提

供する。 

     ア、衣類着脱の介助 

     イ、身体の清拭、洗髪、洗身 

     ウ、その他必要な入浴の介助 

   三 食事に関すること 

     給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。 

     ア、準備、後始末の介助 

     イ、食事摂取の介助 

     ウ、その他必要な食事の介護 

   四 生きがい創作活動に関すること 

     利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生

活援助（支援）や家庭での日常生活に必要な基礎的な訓練及び機能低下を防ぐ

ため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換

が図れるような各種サービスを提供する。 

     ア、レクリエーション 

     イ、グループワーク 

     ウ、行事的活動 

     エ、体操 

     オ、休養（養護） 
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   五 送迎に関すること 

     障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者につい

ては必要な支援、サービスを提供する。 

     ア、移動、移乗動作の介助 

     イ、送迎 

   六 相談、助言に関すること 

     利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を

行う。 

     ア、日常生活動作訓練の相談、助言 

     イ、日常生活自助具の利用方法の相談、助言 

     ウ、住宅改良に関する相談、助言 

     エ、その他必要な相談、助言 

 

6. サービス利用にあたっての留意事項 

 利用者は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、次の事項について留意するも

のとする。 

    一 サービスの利用にあたっては、主治医の指示事項、及び利用当日の健康状態 

等を職員に説明し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

    二 機能訓練等の利用に際しては特に留意すること。 

 

7. 事故発生時の対応方法の概要 

  ①サービスの提供時に利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速

やかに主治医・利用者家族・居宅介護支援事業所・市町村への連絡を行うとともに、

事業所長に連絡する。 

  ②利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やか

に損害賠償を行う。 

 

8. 緊急時における対応方法 

  通所介護事業者等は指定地域密着型通所介護を実施中に、利用者の病状等に急変、そ 

の他緊急事態が生じたときは、速やかに管理者及び主治医等に連絡するとともに必要 

な措置を行う。 

 ２ 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町

村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに

必要な措置を行う。 

 

9. 非常災害対策 

  非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管

理者または火気・消防等についての責任者を定め、年２回定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行う。 
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10. 虐待防止に関する事項 

  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じるものとする。 

  （１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

  （２）利用者及びその家屋からの苦情処理体制の整備 

  （３）その他虐待防止のために必要な措置   

 

 

11. 苦情処理体制等の概要 

  ①利用者から直接、又は市町村を通じて受けた苦情には迅速かつ適切に対応する。 

  ②利用者の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から質問・調査がある場

合は協力するとともに、指導・助言がある場合は必要な改善を行う。 

 

   苦情処理窓口 

   １）デイサービスほほえみ        ０２８５－４１－５５００ 

   ２）小山市役所 高齢生きがい課     ０２８５－２２－９５４１ 

     野木町健康福祉課高齢対策係     ０２８５－５７－４１７３ 

     栃木市保健福祉部介護保険課     ０２８２－２２－２２５１ 

   ３）栃木県国民健康保険団体連合会  

介護福祉課サービス担当       ０２８－６４３－２２２０ 

 

12. 利用料金 

（１）介護保険給付対象サービス 

   ①基本料金（基本は７～８時間） 

要介護度 利用時間 1 割負担分 ２割負担額 ３割負担額 

要介護１ ３～４時間 ４２２円 ８４４円 １，２６６円 

 ４～５時間 ４４３円 ８８６円 １，３２９円 

 ５～６時間 ６６７円 １，３３４円 ２，００１円 

 ６～７時間 ６８８円 １，３７６円 ２，０６４円 

 ７～８時間 ７６４円 １，５２８円 ２，２９２円 

 ８～９時間 ７９４円 １，５８８円 ２，３８２円 

要介護２ ３～４時間 ４８５円 ９７０円 １，４５５円 

 ４～５時間 ５０８円 １，０１６円 １，５２４円 

 ５～６時間 ７８７円 １，５７４円 ２，３６１円 

 ６～７時間 ８１３円 １，６２６円 ２，４３９円 

 ７～８時間 ９０３円 １，８０６円 ２，７０９円 

 ８～９時間 ９３８円 １，８７６円 ２，８１４円 

要介護３ ３～４時間 ５４８円 １，０９６円 １，６４４円 

 ４～５時間 ５７４円 １，１４８円 １，７２２円 

 ５～６時間 ９０９円 １，８１８円 ２，７２７円 



 6 

 ６～７時間 ９３８円 １，８７６円 ２，８１４円 

 ７～８時間 １，０４７円 ２，０９４円 ３，１４１円 

 ８～９時間 １，０８７円 ２，１７４円 ３，２６１円 

要介護４ ３～４時間 ６０９円 １，２１８円 １，８２７円 

 ４～５時間 ６３８円 １，２７６円 １，９１４円 

 ５～６時間 １，０２８円 ２，０５６円 ３，０８４円 

 ６～７時間 １，０６４円 ２，１２８円 ３，１９２円 

 ７～８時間 １，１８９円 ２，３７８円 ３，５６７円 

 ８～９時間 １，２３７円 ２，４７４円 ３，７１１円 

要介護５ ３～４時間 ６７３円 １，３４６円 ２，０１９円 

 ４～５時間 ７０５円 １，４１０円 ２，１１５円 

 ５～６時間 １，１５０円 ２，３００円 ３，４５０円 

 ６～７時間 １，１８９円 ２，３７８円 ３，５６７円 

 ７～８時間 １，３３１円 ２，６６２円 ３，９９３円 

 ８～９時間 １，３８５円 ２，７７０円 ４，１５５円 

    

    ※２～３時間の利用については、心身の状況、その他利用者のやむを得ない事情

により長時間のサービス利用が困難である場合に限ります。その際の利用料金

は、各要介護度の２～３時間にあたる分の７割です。 

 ※８時間以上９時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合。 

 【地域通所介護延長サービス加算１～５】 

９時間を超え １割負担分 ２割負担分 ３割負担分 

合計１０時間未満 ５１円 １０２円 １５３円 

合計１１時間未満 １０２円 ２０４円 ３０６円 

合計１２時間未満 １５３円 ３０６円 ４５９円 

合計１３時間未満 ２０３円 ４０６円 ６０９円 

合計１４時間未満 ２５４円 ５０８円 ７６２円 

 

 ※月の途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの

単価に基づいて利用料を計算します。 

加  算 １割負担分 ２割負担分 ３割負担分 

②地域通所介護入浴介助加算Ⅰ １日につき ４１円 ８２円 １２３円 

③〃介護職員等処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用単位の９％ 

④〃中重度ケア体制加算     １日につき ４６円 ９２円 １３８円 

⑤〃認知症加算         １日につき ６１円    １２２円 １８３円 

⑥〃若年性認知症利用者受入加算 １日につき ６１円 １２２円 １８３円 

⑦〃サービス提供体制強化加算Ⅲ １回につき     ６円   １２円  １８円 

⑧〃事業者が送迎を行わない場合 片道につき －４８円 －９６円 －１４４円 
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（２）介護保険対象給付外サービス（一回の利用につき） 

   ①食材料費（食事の提供を受けた方） ７００円 

 ②複写物の交付が必要な方 １枚につき １０円 

   ③オムツを使用されている方で当事業所代が用意する物を使用される方 

 紙オムツ１枚  １５０円 

           尿取りパット１枚 ５０円 

 

13. その他 

（１）公共交通機関を利用した場合の料金等、当事業所外活動にかかる実費、およびイベ

ントなどにかかる料金を徴収することがあります。 

 

14. 第三者評価 

  実施状況なし。 


